
耐震シェルター設置事業費補助金の対象世帯 
 
 
１．対象者 
  御浜町に住所を有し、次のいずれかに該当する方 
 （1）６５歳以上の高齢者のみの世帯 
（2）身体障害者手帳１級から３級、要介護認定３以上、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級を所

持している者が同居する世帯 
 
２．対象住宅 
  次の全ての要件を満たす住宅 

（1）昭和５６年５月３１日以前に建築（着工）された木造住宅（戸建住宅、アパート、長屋）で、階数

が２階以下の住宅 

（2）御浜町が実施する木造住宅耐震診断の結果、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が 0.7未

満と診断された住宅 

 （3）耐震シェルター設置事業費補助金の交付を受けていない住宅 

（4）御浜町木造住宅耐震補強事業費補助金の交付を受けていない住宅 

 

３．対象となる耐震シェルター等 
  表面「対象となる耐震シェルター等一覧」参照・・・いずれも１階に設置 
 （地震発生時に、お住まいの住宅の倒壊から生命を守るための装置で、木質パネル等を設置して、一部屋

を補強し安全な空間を確保するものと、金属製のフレーム等でベッドの上部を覆い、ベッド内の人間を保

護し就寝中の安全等を確保するものがあります。） 
 
４．補助金の額 
  耐震シェルター等の設置に要する費用の３分の２の額（最高２５万円） 
  三重県がモデル開発を行った三重県型「耐震シェルター」は、設置に要する費用の３分の２の額（最高

４０万円） 
  ※耐震シェルター本体及びその設置に要する費用（設置のための床下工事等の付帯工事については対象

外）が補助金の対象です。 
 
５．申請に必要な書類等 
 （1）申請書 
   総務課に備え付けの申込書に必要事項を記入のうえ、お申込みください。 
 （2）対象者であることを証明できる書類 
   世帯全員の住民票の写し、身体障害者手帳などのコピー 
 （3）木造住宅耐震診断報告書（判定書）の写し 
 （4）耐震シェルターの設置に要する経費の見積書等の写し 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 

御浜町総務課行政係 

ＴＥＬ ０５９７９－３－０５０５ 

ＦＡＸ ０５９７９－２－３５０２ 



 

  
地震による住宅の倒壊から高齢者等の生命を守るため、耐震シェルター等の設置に要する費用の一部を補助しま

す。 
【対象となる耐震シェルター】            （金額は参考価格です。詳細は業者にご確認ください。） 

 

  
 

名称：木質耐震シェルター 
業者名：㈱一条工務店 
本体及び施工費等：２５万円 
問合せ先：０１２０-４２２-２３１ 

名称：レスキュールーム 
業者名：㈲ヤマニヤマショウ 
本体及び施工費等：６帖をベースに 
 ３００万円程度 
問合せ先：０５３-４４２-２４２０ 

名称：鋼耐震 
業者名：東武ボウサイ㈱ 
本体及び施工費等：６帖をベースに 
 ２５０万円程度（首都圏内の価格） 
問合せ先：０４８-７４８-３８３８ 

   
名称：三重県型「耐震シェルター」 
業者名：三重県木材協同組合連合会 
本体及び施工費等：６帖タイプで５

５万円程度 
問合せ先：０５９-２２８-４７１５ 

名称：ウッド・ラック 
業者名：新光産業㈱ 
本体及び施工費等：５０万円程度 
問合せ先：０５６１-８６-０５９１ 

名称：安心ベット枠 
業者名：フジワラ産業㈱ 
本体及び施工費等：４８万円程度 
問合せ先：０６-６５８６-３３８８ 

   
名称：耐圧ルーム型シェルター 
業者名：㈱ムネオ・エス・エス・エ

ックス 
販売代理：㈲エヌ・アイ・ピー 
本体及び施工費等：５０万円程度 
問合せ先：０３-３８２３-６２２０ 

名称：防災ベット 
業者名：㈱ニッケン銅機 
本体及び施工費等：３０万円程度 
問合せ先：０５４５-７３-０６５２ 
 

名称：介護ベット用防災フレーム 
業者名：㈱ニッケン銅機 
本体及び施工費等：４０万円程度 
問合せ先：０５４５-７３-０６２５ 
 


